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編集・発行 高槻市街にぎわい部産業振興課 高槻市桃園町２番１号 TEL072-674-7411 (令和 3 年 12 月 25 日 ) 

 

 

↓↓↓↓↓↓賃上げ・就業環境を支援する制度があります↓↓↓↓↓↓ 

支援制度１  社会保険労務士などの専門家が無料でご相談に応じます。 

支援制度２  賃金引上げを応援する制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 10 月 1 日からの大阪府最低賃金をお知らせします。 

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。（厚生労働省） 

大阪府最低賃金につ 

いて詳しくは大阪労 

働局ホームページを 

ご覧ください。 
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男女ともに仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度（出生時育児休業制度）の

創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月１日から３段階で施行 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 



 
 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★育児・介護休業法の改正について詳しくお知りになりたい方は 

 検索 育児・介護休業法 



 
 

4

 

 

 大阪府では、障がい者差別のない共生社会の実現をより一層推進するため、大阪府障がい者差

別解消条例が改正され、令和３年４月１日より施行されています。これまでは障がい者差別解消

法により努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供が大阪府において義務化されてい

ます。 

 障がいを理由とした差別に関するお困りごとがあった際は、市町村、または大阪府の広域支援

相談員へご相談ください。 

 

 

 

 

 障がい者の雇用就労に関する諸問題を解決するために、事業主や障がい者からの相談に対して、

専門的な知識を有する相談員がお答えします。高槻市内に住んでいる障がい者の方、高槻市内に

ある事業所の方が対象です。費用は無料、秘密厳守です。電話または FAX でご予約ください。 

 日時：毎月第２、第４月曜日(祝日の場合は火曜日)午後１時から４時 

 場所：高槻市役所総合センタ―12 階 相談コーナー 

 問い合わせ・予約申し込み：高槻市役所 産業振興課 

     電話：674-7411  FAX：675-3133 

 

～次回の高槻ワーキングニュースは令和４年３月２５日発行予定です～ 

事業者のみなさま、対応はお済みですか？ 

事業者による合理的配慮の義務化（大阪府） 

労働者のみなさま、事業主のみなさま、ご利用ください!! 

高槻市障がい者雇用相談 

合理的配慮って？ 

障がいのある人は社会の中にあるバリアによって生活しづら

い場合があります。そのバリアを取り除くために、何らかの対

応を必要としているとの意思を伝えられた時に、負担が重すぎ

ない範囲で対応することが求められます。 

詳しくは、大阪府条例改正リーフレ

ット～なにわの新常識、「ゴウハイ」

ってなんなん？～をご覧ください。 


